




















 

 

 

 

 

  

     

 

    

 

令和４年度「呉の学校教育」 

呉 市 教 育 委 員 会 

 

呉市では，教育大綱の目標として「若い世代が安心して子どもを産み育て，未来を創る人材を育てる

まち」「文化芸術やスポーツに親しみ，生涯を通じて学ぶことができるまち」を掲げています。その実現に

向け，令和４年３月，呉市における教育の振興に関する基本的な計画となる「呉市教育振興基本計画」

を策定しました。 

これらを受け，学校教育においては，これまで進めてきた小中一貫教育の取組を基盤とし，「主体的・

対話的で深い学び」を通して，新しい時代に求められる資質・能力を育成する教育活動を展開していま

す。また，義務教育９年間を見通した教育を推進することはもちろん，幼児教育，高等学校教育等とのつ

ながりを大切にしています。さらに，新しい時代に求められる教育の充実に向け，ＩＣＴを効果的に活用し，

四つのつながりを重視し，家庭や地域社会と連携しながら，未来を創る人材の育成を目指します。 

 

呉に学び，自分を磨き，未来を創る 

教議第１０号 



呉に学び，自分を磨き，未来を創る
“つながり”を重視した教育を展開し，新しい時代に求められる資質・能力を育成します！

目指す姿の“つながり”

心身の発達の段階や特性を踏まえ，幼児教育，

小中一貫教育（小・中学校），高等学校教育等を
通じて，系統的に資質・能力を育成します。

異年齢や学校段階等間の“つながり”

異年齢の子どもなど，様々な人々と世代を越えた交

流を通して，共に尊重し合いながら協働して生活して
いく態度を養い，自尊感情の向上を図ります。

家庭，地域社会との“つながり”

教育方針や特色ある教育活動の取組，子どもの状

況などについて家庭や地域社会の理解を求め，協力
を得るとともに，連携を図りながら教育活動を展開しま
す。

「地域の人・もの・こと」との“つながり”

各中学校区の特色を生かし，地域の人・もの・ことを

活用しながら，世界につながる教育，未来につながる
教育を展開します。
また，多様な学びを子どもたちが地域等で表現する
“学びの発信”を大切にします。

学んだことを人生や社会に生かそうとする

学びに向かう力,人間性等

実際の社会や生活で生きて働く

知識及び技能

未知の状況にも対応できる

思考力,判断力,表現力等

生きる力

高等学校教育等

幼児教育
小１ 小２ 小３ 小４

前期 中期 後期

小５ 小６ 中１ 中２ 中３

であう かかわる つながる 貢献する 創り出す
・先生や友達にであう
・地域の人・もの・ことにであう

・地域の人・もの・こととかかわる ・地域の人・もの・こととつながる ・自他の成長のために
貢献する
・地域社会に貢献する

・持続可能な社会の創り手として

新たな価値を創り出す

中１ギャップの解消と自尊感情の向上のための取組を基盤とした資質・能力の育成

小 中 一 貫 教 育

目指す姿

家庭・地域社会

カリキュラムマップ 各中学校区で設定した資質・能力の育成に向け，総合的な学習の時間を核として，９年間を見通した教育活動の全体像

呉版年間指導計画 カリキュラムマップに基づき，資質・能力を育成するために，より効果的に各教科等の単元等を配列した各学年の年間指導計画

地域社会課題解決型キャリア教育カリキュラムなど
持続可能な地域社会の構築に
向けた探究的なカリキュラム

カリキュラム・マネジメントの充実

アプローチカリキュラム（年長），スタートカリキュラム（小１）
保幼小の円滑な接続により，「育ってほしい姿」に向かうプロ

セスを大切にして，安心して自己発揮できる教育・保育活動や
環境等を創造するカリキュラム

呉版接続

カリキュラム

連携・協働

【広島県の１５歳の生徒に付けさせたい力】
自己を認識し，自分の人生を選択し，表現することができる力

【呉の学校教育グランドデザイン】



（１）幼児教育の充実
◆ 体験を重視した教育の推進
◆ 義務教育とつなぐ幼児教育の推進
◆ 接続カリキュラムに基づく教育内容づくりの推進

（２）小中一貫教育を基盤とした「つながり」を重視する教育の推進
◆ 小中一貫教育の推進
◆ 義務教育学校の教育の展開
◆ 「人・もの・こと」を活用した教育の活性化

（３）特別支援教育の推進
◆ 特別支援学級指導員の配置
◆ 学校教育指導補助員の配置
◆ 専門家による巡回相談
◆ 就学相談・教育相談の充実

（４）ＩＣＴを活用した教育の推進
◆ 学校ＩＣＴ環境の充実
◆ タブレット端末を活用した教育の推進
◆ 感染症や災害等の事態に対応したオンライン授業

（５）英語教育の推進
◆ 外国人講師や加配講師による英語指導
◆ 中学校教員が小学校に乗り入れて行う英語授業

（６）豊かな心と体を育てる体験活動の充実
◆ ふるさと文化探訪などによる郷土を愛する心の育成
◆ 文化芸術体験
◆ トップアスリートの派遣
◆ 部活動指導員の配置

（７）読書活動の推進
◆ 読書習慣の形成に向けた取組
◆ 学校図書館の利活用
◆ 読書習慣の形成を支える環境整備

（８）教職員・組織の活性化
◆ 働き方改革の推進
◆ 教職員の育成と組織の活性化

（１）総合学科の特色を生かした教育の推進
◆ 多様な科目選択による学際的な学びの展開
◆ ＥＳＤ・ＳＤＧｓを基軸とした教育内容づくりの推進
◆ ＩＣＴ機器を活用したより探究的な学習の充実や個別
最適化された学びの実現，情報活用能力の育成

（２）自立と社会貢献への意識を育てる教育の推進
◆ 部活動・学校行事の充実による自主性・自立性の育成
◆ ボランティア活動への積極的参加による社会貢献の意識の醸成

学びが変わる

働き方が変わる

令和４年度
「呉の学校教育」の
充実のための取組

防災教育の充実 児童生徒の「自分の命は自分で守る」力の育成

授業改善の推進 子どもの問いを生かした「考える授業づくり」の推進

働き方改革の推進 「学校における働き方改革取組方針」の徹底

（１）安全・安心で快適な環境整備
◆ 学校施設の長寿命化
◆ ユニバーサルデザインに配慮した安全・安心で快適な教育環境づくり
◆ 登下校時や休日等の安全確保

（２）就学等への支援
◆ 経済的に困っている家庭への就学支援
◆ 遠距離等通学費に対する支援
◆ スクールバス・スクールタクシーによる通学支援
◆ 母国語通訳による支援など外国籍等の子どもの受入体制の充実

（３）いじめなどの問題行動や不登校への取組
◆ 早期発見・早期対応の体制の充実
◆ スクールカウンセラーの派遣
◆ スクールソーシャルワーカーの派遣
◆ 適応指導教室の運営
◆ メンタルフレンドの派遣
◆ スペシャルサポートルームの設置
◆ 生徒指導の三機能を生かした授業づくり

（４）防災教育の推進
◆ 呉市学校防災週間
◆ 「呉市防災教育のための手引き」の活用

１ 義務教育の充実 ２ 高等学校教育の充実

３ 安全・安心な教育環境の充実



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規事業】 令和４・５年度小中で創る「未来の学び」実践事業 

呉の学校教育の方向性を踏まえ，小中一貫教育を基盤とし，これからの時代に求められる 

資質・能力の育成に向けた研究を行い，その成果を普及する。 

中学校区の特色ある研究   
目指す子どもの姿の実現に
向け，小中教職員が協働して，
特色ある研究を進めます。 

専門的知見に基づく研究 
 
講師を招聘し，理論研修や

授業研究を行い，専門的知見
に基づいて研究を深めます。 

研究成果を普及 
 
指定２年目には研究公開し，
“子どもの姿”で研究の成果を
普及します。 
（令和５年度研究公開） 

 

 

呉市が進める小中一貫教育 
平成１９年度から，全ての中学校区が小中一貫教育を基盤

として教育活動を展開しています。各中学校区が創意工夫を

しながら，特色ある取組を進めています。 
 

呉市が進める            呉の小中一貫教育 

小中一貫教育のあゆみ等         関係法令等 

 
             

改善 

 

・学校評価  

・学力調査に関する指導方法等の改善計画 

・体力向上に関する指導方法等改善 

・各中学校区の検証の指標            等 

検証 

 
カリキュラム・マネジメントの充実 

計画 

 
第５次呉市長期総合計画， 

呉市教育大綱，呉市教育振興基本計画 

 

呉の学校教育グランドデザイン 

小中教職員で進める授業改善 中学校区の特色ある取組 

子どもの問いを生かした「考える授業づくり」 

おや？どうして？ 

どうすればいいの？ 

児童生徒で創る学び 

小中合同企画会議 
「子どもサミット」 

児童会・生徒会を中心

に，学校や地域のために

できることを企画・実行。 

（宮原中学校区） 

異学年で行う 
縦割り掃除 

学年の枠を超えて協力。 

掃除後は，上級生を中心

に振り返りをします。 

（両城中学校区） 

小中合同で 
 

施設一体型の良さを生

かした学園朝会。児童生

徒の交流は大人気です。 

（広南中学校区） 

体験しながら 
 

中３が総合的な学習の

時間に創作した神楽を，

小４が体験。 

（警固屋中学校区） 

いじめ撲滅 

問いの解決に向けた“思考を促す発問” 

考えるための技法を活用させる発問例 

順序付ける どれがより～でしょうか。 

比較する 
A と Bを比べて同じ（違う）ところはどこでし

ょうか。 

分類する どのように分けることができるでしょうか。 

関連付ける 
A と Bにはどのような関係があるでしょうか。 

Ａが～なのは，なぜでしょうか。 

多面的・多角的に

見る 

Ａの立場なら，どうでしょうか。 

～の面では，どうでしょうか。 

理由付ける 
なぜ，～なのでしょうか。 

なぜ，そう考えたのですか。 

具体化する 
自分たちの周りで考えると，どんなものがあ

るでしょうか。 

  

児童生徒の問いを基にした学習課題 
児童生徒から問いを引き出し，そのときの発言（気
付きなど）を生かして，学習課題を設定しよう。 

児童生徒が生み出す問い 
新たな出会いによって，“ずれ”や“隔たり”，“あこが
れ”を感じさせるなど，児童生徒が問いを生み出すよう
な手立てを講じよう。 

考えをもつ 

考えを広げ深める 

考えを再構成する 

教科等固有の見方・考え方 

学習課題 

問い 

振り返り 

小中をつなぐ指導の工夫 

期末テスト 

小５・６で実施。児童は学

習計画を立て，家庭学習

に取り組んでいます。 

（呉中央中学校区） 

中学校教諭による
乗り入れ授業 

中学校教諭が専門性を

生かして指導。この日は，

持久走のコツをマスター！ 

（広中央中学校区） 

実行 

比較すると，～に気付くことができた！ 

自分の考えが～から･･･に変わった！ 

～という新たな問いができた！ 

児童生徒や学校，地域の実態把握 

中学校区で育成を目指す資質・能力の設定 

導入は短時間で！ 

中学校区研究推進計画 
 

個で 

指導者が話しすぎず，児童生徒の
思考の時間を確保します。 

集団で 

専門家や地域の方を招

き，小５・６，中１がマチの

未来の姿を意見交流。 

（天応中学校区） 

マチづくり討論会で 
深める防災学習 

 

カリキュラムマップ 

生徒会考案の SNS ルー

ルで，いじめ撲滅の意識を

高めています。（小５以上） 

（吉浦中学校区） 

呉版年間指導計画 
 

 
 
 
 
 
 
児童生徒の反応を想定しながら発問計画を
立て，学習指導案に位置付けましょう。 
また，発問するときは，「話す速さ」「声の出し
方」「間の取り方」「表情」など，児童生徒をひき
つける工夫をすることが大切です。 

“発問”見直しポイント！ 
□ 何のための発問なのか，意図が明確である。 

□ どのような言葉で問うか，吟味されている。 

個で 

（昭和中学校区） 

計画 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国語，算数・数学の平均正答率 

令和 3年度 
全国体力・運動能力，運動習慣等調査 

運動やスポーツが好き 
（肯定的回答をした児童生徒の割合） 

学校の業務改善に係るアンケート調査 

日々の業務の中で充実感を得られている 
（肯定的回答をした教職員の割合） 

学校に行くのは楽しい 
（肯定的回答をした児童生徒の割合） 

 

将来の夢や目標をもっている 
（肯定的回答をした児童生徒の割合） 

自分にはよいところがある 
（肯定的回答をした児童生徒の割合） 

１ 義務教育の充実 

２ 高等学校教育の充実 

３ 安全・安心な教育環境の充実 

令和３年度全国学力・学習状況調査 

 令和３年度全国学力・学習状況調査 

 

＜取組の成果＞ 

スーパーボランティアの尾畠さんへ手紙

を送りました。次の日，登校すると先生が
「尾畠さんが今日来られるよ。」と言われ，
私は驚きでいっぱいでした。自分達が出し

た手紙で学校まで来てくれて，うれしいと思
いました。 
久しぶりに会った尾畠さんは，元気でパ

ワフルでした。尾畠さんのお話から，支援を
するには「勇気」が必要だと学びました。 
私は将来，尾畠さんのように，元気でパ

ワフルなボランティアになりたいです。 
（小６） 

 

〈お問合せ〉呉市教育委員会 教育部 学校教育課・学校安全課 

〒７３７－８５０１  呉市中央４丁目１－６   ℡０８２３－２５－３４５４ 

（％） 

令和３年度オープンスクール 

 

新型コロナウイルス感染症

対策を徹底し，多くのボラン

ティア生徒が主体となり運営

しました。 

（人） 

（人） 

（％） 

中１ 

中１ 

（％） （％） 

（％） （％） 

不登校生徒数の推移 

 

 

 防災教育に係る児童の姿 

 

暴力行為加害生徒数の推移 

 

小６ 

 呉高等学校に行かせてよかった 
（肯定的回答をした保護者の割合） 

 （％） 

（％） 

中３ 

Ｒ元 

Ｒ元 

94.0 
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学
校
教
育
法
一
部
改
正
（
小
中
一
貫
教
育
制
度
の
導
入
） 

中１ギャップの解消と自尊感情の向上に重点を置いた取組 資質・能力の育成に向けた取組 

呉
市
の
全
中
学
校
区
で
小
中
一
貫
教
育
を
開
始 

全ての中学校区で 

研究公開 

１９   ２０   ２１   ２２ ２３   ２４    ２５   ２６  ２７   ２８   ２９   ３０   Ｒ１   Ｒ２   Ｒ３ Ｒ４    Ｒ５ 

天
応
中
学
校
区
に
義
務
教
育
学
校
を
創
設                    

第１期 

 

第２期 

 

第３期 

 

小
中
で
創
る
「
未
来
の
学
び
」
実
践
事
業
を
開
始
（
二
年
指
定
）                    

第
五
次
呉
市
長
期
総
合
計
画
策
定 

「
呉
の
学
校
教
育
」
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
策
定 

呉
市
教
育
振
興
基
本
計
画
策
定 

呉市が進める 

小中一貫教育のあゆみ 

  小中一貫教育推進コーディネーターって？ 呉市の小中一貫教育の特徴は？ 

小中一貫教育を推進するために，各学校の校長，

教頭，小中一貫教育推進コーディネーター等からなる

「推進協議会」を設定し，研究の基本方針や年間計

画の立案などを行っています。 

また，中学校区の研究主題の実現に迫

るための部会を位置付け，各部会の目

標・方策を共有しながら組織的に取り組

んでいます。 

呉市の２５中学校区では，これまで進めてきた小中

一貫教育を基盤として，より一層，中学校区の特色を

生かしながら，新しい時代に求められる資質・能力の

育成に向けた取組を進めていきます。 

そのモデルとして，「小中で創る『未来の学び』実践

事業」として中学校区を指定し，研究による成果を普

及させることで，呉市全体の教育の質の向上を図って

いきます。 

呉市では，小中一貫教育を中心となって進める

「小中一貫教育推進コーディネーター」を各校に位

置付けています。 

 「小中一貫教育推進コーディネーター」は，校区

内の学校をつなぎ，推進協議会や研修会，小中合同

行事等の取組を進めるための企画・運営・調整を行

う役割を担っています。 

 

呉市では，中学校区で学校教育目標や目指す児童

生徒像を掲げ，その達成に向けて，育成を目指す資

質・能力を４・３・２区分の各区分で設定しています。そ

の資質・能力の育成に向け，各中学校区が特色を生

かしながら，カリキュラムマップや各種計画に基づく実

践を進めています。 

※４・３・２区分･･･前期（小１～小４），中期（小５～ 

中１），後期（中２，中３） 

  ※カリキュラムマップ･･･ 

１６    １７    １８ 
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学校教育法 第１条 
 
この法律で，学校とは，幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学
校，大学及び高等専門学校とする。 

（平成２７年一部改正） 

関係法令等 

学校の範囲 
 
 

呉市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則 第４章第１９条 
 
校長は，義務教育の９年間で一貫した教育を推進し，法に掲げる義務教育の目標の達成に努めなけ

ればならない。 

（平成１９年改正） 

（平成２０年一部改正） 

（平成１８年改正） 

     教育基本法 第５条第２項 
 
義務教育として行われる普通教育は，各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎
を培い，また，国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものと
する。 

義務教育の目的 
 

呉市では・・・ 

 
学校教育法 第２１条 

義務教育として行われる普通教育は，教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第５条第２項に規定する目的を実現
するため，次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 

(１)  学校内外における社会的活動を促進し，自主，自律及び協同の精神，規範意識，公正な判断力並びに公共
の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養うこと。 

(２)  学校内外における自然体験活動を促進し，生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態
度を養うこと。 

(３)  我が国と郷土の現状と歴史について，正しい理解に導き，伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が
国と郷土を愛する態度を養うとともに，進んで外国の文化の理解を通じて，他国を尊重し，国際社会の平和と発
展に寄与する態度を養うこと。 

(４)  家族と家庭の役割，生活に必要な衣，食，住，情報，産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこ
と。 

(５)  読書に親しませ，生活に必要な国語を正しく理解し，使用する基礎的な能力を養うこと。 
(６)  生活に必要な数量的な関係を正しく理解し，処理する基礎的な能力を養うこと。 
(７)  生活にかかわる自然現象について，観察及び実験を通じて，科学的に理解し，処理する基礎的な能力を養う
こと。 

(８)  健康，安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに，運動を通じて体力を養い，心身の調和的発達
を図ること。 

(９)  生活を明るく豊かにする音楽，美術，文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。 
(10) 職業についての基礎的な知識と技能，勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を
養うこと。 

義務教育の目標（１０項目） 
 

学校教育法 第２９条  
小学校は，心身の発達に応じて，義務教育として
行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを
目的とする。 

学校教育法 第４５条  
中学校は，小学校における教育の基礎の上に，心

身の発達に応じて，義務教育として行われる普通教
育を施すことを目的とする。 

小学校の目的 中学校の目的 






























